
平成２５年１月２１日現在適用中 

１．商 品 名 コーラブル定期預金 

２．販売対象 法人 

３．預入期間 ３年、４年、５年 

４．預入方法 

（１）預入形態 

 

（２） 低預入金額 

 

（３）預入単位 

 

一括預入 

 

１億円 

 

１千万円 

５．期限前解約権の行使 

（１）権利行使回数い 

 

（２）権利行使可能日 

 

（３）権利行使の決定 

 

（４）権利行使有無の

通知 

預入期間中 1 回 

 

原則として預入日の１年後の応答日 

 

当行が期限前解約権行使の有無を決定します 

 

期限前解約権行使可能日の５営業日前迄に通知します 

６．払戻方法 期限前解約権行使可能日または満期日に一括して払戻します 

７．利息 

（１）適用金利 

 

（２）利払頻度 

 

（３）計算方法 

 

 

 

 

 

（４）税金 

 

 

預入日の２営業日前に約定する固定金利 

 

中間利払（預入日の６ヵ月毎の応答日）毎に支払われます 

 

［中間利息］ 

付利単位を１千万円とし、１年を３６５日とした日割計算します 

［満期支払利息］ 

 預入期間中の利息総額から支払済中間払利息の総額を差し引いた金額を支

払います 

 

総合課税 

 

８．手数料 ― 

９．中途解約時の取扱い 

・原則として中途解約はできません 

・当行が止むを得ないと認めて満期日前に解約する場合、違約金をお支払いた

だく可能性があります 

・元本および適用金利により計算した利息総額から、支払済利息総額および違

約金を差し引いた金額を払戻します 

 

 

 

－１－ 



９．中途解約時の取扱い 

・本商品の中途解約に伴う違約金は、中途解約がなければ存在したと考えられ

る残存期間について、当行が当該預金と同条件の代替契約を第三者と締結す

るか、または締結したと仮定した場合に要するいっさいの手数料、費用およ

び損害金を含んでおり、以下の計算方法によって算出します 

違約金＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ（０を下回る場合は、これを０とします） 

 Ａ．当行資金調達コスト増加分［預入金額×（再調達金利－適用金利）×残

存期間］  

  Ｂ．新たに期限前解約権を取得するコスト（期限前解約権行使可能日以前の

中途解約の場合） 

  Ｃ．その他の手数料、費用、損害金 

・違約金は一般的に以下のような場合に高くなり、結果として元本割れの可能

性が高まります 

  Ａ．中途解約時点（または申込撤回時点）における市場金利が上昇するほど、

違約金は高くなります 

  Ｂ．中途解約時点（または申込撤回時点）から満期日までの残存期間が長い

ほど、違約金は高くなります 

  Ｃ．期限前解約権行使可能日より前の中途解約は、上記ＡおよびＢの要因に

加え、期限前解約権を新たに取得する費用も発生しますので、違約金は

高くなります 

10．リスクに関する重

要事項 

・中途解約により違約金が発生し、大きく元本割れする可能性があります 

・当行は預入日の１年後の応答日に期限前解約を行う権利を保有しており、当

行が期限前解約権を行使した場合、元本は全額期限前償還され、以降の金利

は支払われません 

・当行が期限前解約権を行使し、解約代わり金をその時点における市場金利の

下で再運用を行う場合、再運用金利によっては当初契約期間の大口定期金利

による運用利回りを下回る可能性があります 

・当行が期限前解約権を行使せず、定期預金を継続した場合は、貴社にとって

その時点での市場実勢金利と比較して、運用利回りが下回る可能性がありま

す。 

・固定金利商品ですので、預入期間中に市場金利が上昇しても、金利上昇メリ

ットの享受はできません 

・本商品は、預金保険の対象であり、当行にお預け入れいただいている他の預

金保険の対象となる預金等と合算して、元本１，０００万円までと破綻日ま

での利息が保護されます。ただし、本商品の利息等については、お預け入れ

時における通常の円定期預金（本商品と同一の期間および金額）の店頭表示

金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外と

なります。 

11．当行が契約してい

る指定紛争解決

機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先 全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

12．その他参考となる

事項 

・取扱店以外での預入れ・払戻しはできません 

・違約金は中途解約時の市場実勢により算出されるため、約定時点で中途解約

の違約金をご提示することはできません 

・定期預金証書の提出の有無にかかわらず、預入日の１年後の応答日または満

期日には定期預金の解約を行う規定となっています 

・満期日以降の利息は、お支払しません 

・金利については、窓口でお問合せください 

 

 

－２（終）－ 


